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注釈 

１ 福岡県内には、身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法に基づく「障害者更生相談所」が県更生相談所の他、北九州

市及び福岡市の両政令市にも設置されています。県更生相談所は政令市を除く地域（本書では「県域」と表します。）を

所管しています。但し、身体障害者手帳の認定・交付事務は中核市である久留米市も所管していることから、第２の２

（５）「身体障害者手帳の交付」の項では、両政令市及び久留米市を除く地域を「県域」としています。 

２ 本書は「県域」に係るデータを中心に掲載していますが、随時、福岡県全体のデータを掲載するよう努めました。 

県内の所管地域外のデータ掲載に当たりましては、福岡市障がい者更生相談所、北九州市保健福祉局障害福祉企画課及

び久留米市障害者福祉課の御協力をいただきました。 

３ 掲載しているデータは、特に注記がない限り各年度末現在の数値です。 
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第１ 福岡県障がい者更生相談所の概要 
 

 

１ 設置目的  
福岡県障がい者更生相談所は、知的障害者福祉法第１２条に基づく「知的障害者更生

相談所」及び身体障害者福祉法第１１条に基づく「身体障害者更生相談所」として県が

設置する機関です。知的障がい者及び身体障がい者に関する専門的な相談・指導、医学

的・心理学的及び職能的判定等を行うとともに、障がい者の福祉に関し、市町村の更生

援護の実施に関する連絡調整、情報提供その他必要な援助を行うことを目的としていま

す。 

 

２ 沿  革  

現在の障がい者更生相談所は、平成９年１月、それまでの「県精神薄弱者更生相談所

（知的障害者更生相談所）」と「県身体障害者更生相談所」を統合、設置したものです。 

 

（１）知的障害者更生相談所 

昭和 35 年 12 月 精神薄弱者福祉法の制定に伴い、筑紫郡大野町(現：大野城市）曙

町の身体障害者更生相談所内に「精神薄弱者更生相談所」を設置。 

昭和 37 年 11 月 身体障害者福祉センターの発足に合わせ、身体障害者更生相談所

とともに、同センター内に移転。 

昭和 48 年 11 月 北九州市との覚書により、北九州市立障害福祉センター職員を本

県職員に併任の上、精神薄弱者更生相談所駐在員として発令。北

九州市分は同駐在員が処理。 

昭和 51 年 11 月 福岡市中央区大手門の中央児童相談所内に移転、併設。 

平成 5 年 4 月 北九州市及び福岡市での精神薄弱者更生相談所業務の開始に伴い、 

       ～6 月  両政令市に精神薄弱者更生相談所業務を移管。 

平成 9 年１月 身体障害者更生相談所とともに、春日市原町に新築した庁舎に移 

転。同相談所と統合し、「障害者更生相談所」として発足。 

          ※平成 11 年 4月 精神薄弱者福祉法が知的障害者福祉法に改正施行。 

以後、「知的障害」の用語を使用。 

  

（２）身体障害者更生相談所 

昭和 27 年 11 月 身体障害者更生指導所（身体障害者更生施設／筑紫郡筑紫野町

(現：筑紫野市)二日市）内に「身体障害者更生相談所」を設置。 

昭和 34 年 9 月  身体障害者更生指導所とともに、筑紫郡大野町(現：大野城市)曙

町に移転。 

昭和 37 年 11 月 白木原授産場（身体障害者授産施設／大野町白木原）と身体障害

者更生指導所が統合され、曙町で「身体障害者福祉センター」と

して発足。併せて、身体障害者更生相談所と精神薄弱者更生相談

所も同センター内に移転。 

昭和 40 年 4 月 北九州市が身体障害者更生相談所を設置。 
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昭和 54 年 5 月 福岡市が身体障害者更生相談所を設置。 

昭和 55 年 12 月 身体障害者福祉センターを廃止。授産施設としての「身体障害者

授産指導所」(同地)と、更生施設としての「身体障害者リハビリ

テーションセンター」に分離。リハビリテーションセンターは古

賀町（現：古賀市）に設置し、管理運営を（財)福岡県厚生事業団

に委託。身体障害者更生相談所は古賀町に移転し、リハビリテー

ションセンター内に設置。 

平成 9 年 1 月  精神薄弱者更生相談所とともに、春日市原町に新築した庁舎に移転。

同相談所と統合し、「障害者更生相談所」として発足。 

 

（３）障がい者更生相談所 

平成 9 年 1 月 福岡県精神薄弱者更生相談所と福岡県身体障害者更生相談所を統

合し、「福岡県障害者更生相談所」として発足。 

平成 12 年 8 月  副長を設置。 

平成 15 年 4 月  支援費制度の開始に伴い、相談・判定等に係る専門技術的中核機 

関としての組織強化を図るため、「相談課」、「判定課」の２課体制

を構築。併せて次長及び副長を廃止。 

平成 16 年 4 月 補装具等判定機能の強化を図るため、作業療法士を定数配置。 

平成 20 年 4 月  福祉事務所から身障手帳及び療育手帳の交付事務、障害者福祉課

から指定医師、自立支援医療機関の指定事務等が移譲され、判定

課で所管。併せて、同課に副長を再設置。 

平成 27 年 4 月 障害の種別に応じた、「相談→判定→福祉サービスの提供」の実現

と、業務の実態に応じた分かりやすい名称への見直し等のため、

組織を改編。相談課を「知的障害者支援課」に、判定課を「身体

障害者支援課」に改めるとともに、業務が肥大化した判定課の執

行体制強化のため、判定課副長を廃止し、新たに手帳係、支援係

の２係を設置（２課２係体制）。 

平成 29 年 4 月 福岡県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例の制

定・施行に伴い、「福岡県障がい者更生相談所」に名称変更。 
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【図 1】障がい者更生相談所の沿革（関係機関を含む） 
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３ 所管業務の概要 

 
 （１）知的障がい者に関する業務（知的障がい者支援課） 

 知的障害者更生相談が所管する相談・指導等の業務を行うとともに、療育手帳の判

定及び交付、交付台帳の整理などを行っています。 

  

① 知的障がいに係る判定業務（知的障害者福祉法第 12 条第 2項） 

18 歳以上の知的障がい者について、心理判定員による心理学的判定及び精神科

嘱託医師による医学的判定を行っています。（18 歳未満の知的障がい児の判定は児

童相談所が所管） 

 

② 巡回相談判定（同法第 12 条第 3 項） 

更生相談所を訪れることが困難な知的障がい者については、障がい者が居住す

る市町村庁舎等を心理判定員が訪問し、障がい者本人やその保護者からの相談対

応や心理学的判定を行っています。 

 

   ③ 判定書・証明書の交付（知的障害者福祉法施行令第 1 条 等） 

知的障がい者やその保護者等からの求めに応じ、判定書を交付しています。 

また、年金や手当受給のための証明書を発行しています。 

 

④ 療育手帳の交付（福岡県療育手帳交付要綱第 6条） 

知的障がい者が各種福祉サービスや援助措置を受けやすくなるよう、更生相談

所や児童相談所で判定された内容をもとに、療育手帳の交付を行っています。 

 

 

 （２）身体障がい者に関する業務（身体障がい者支援課） 

身体障害者更生相談所が所管する補装具や自立支援医療（更生医療）の要否判定

等を行うとともに、身体障害者手帳の認定及び交付等を行っています。 

 

① 自立支援医療（更生医療）の要否判定（身体障害者福祉法第 11 条第 2項 等） 

自立支援医療（更生医療）とは、障害者総合支援法に基づく自立支援給付のう

ち、医療費の自己負担を軽減する公費負担医療制度です。更生医療は、育成医療

（18 歳未満の身体に障がいを有する児童を対象）、精神通院医療（精神疾患を有す

る者で通院による精神医療を継続的に要する者を対象）と並ぶ自立支援医療の一

つで、18 歳以上の身体障がい者に対し、人工透析、ペースメーカーの埋込術、人

工関節置換術など、“障害の軽減を図り日常生活能力の維持・回復を目的として行

われる医療”です。 

更生相談所では、制度の実施主体である市町村の求めに応じ、その要否の判定

等を行っています。 
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② 補装具費支給の要否判定（身体障害者福祉法第 11 条第 2 項 等） 

職業その他、日常生活の効率の向上を目的として使用する義肢、装具、車椅子

等の補装具費の支給も自立支援給付の一つです。制度の実施主体である市町村の

求めに応じ、その要否の判定等を行っています。 

 

   ③ 巡回補装具判定（同法第 11 条第 3項） 

障がいの状況等により、更生相談所での補装具の要否判定を実施することが困

難な身体障がい者について、県内各地を巡回して、補装具の支給に係る医学的判

定を行っています。 

 

   ④ 身体障害者手帳認定・交付（同法第 15 条） 

身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障がいがある者に対して、身体障害者手

帳の認定・交付を行っています。（政令市及び中核市を除く。） 

    

⑤ 指定医師及び指定自立支援医療機関の指定 

（身体障害者福祉法第 15 条第 1項、障害者総合支援法第 59 条 等） 

④に掲げる身体障害者手帳の申請に際して、診断書・意見書を作成する医師の指

定を行っています。また、①に掲げる自立支援医療（更生医療及び育成医療）を

行う医療機関の指定を行っています。 

 

   ⑥ 福岡県社会福祉審議会障がい者福祉専門分科会審査部会の運営 

（社会福祉法第 7条第 1項等） 

     身体障害者の障がい程度審査に関する調査・審議や、指定医師及び指定自立支

援医療機関の指定審査等を行う審査部会の事務局運営を行っています。 

 

（３）共通業務 

（１）及び（２）のほか、知的障がい者支援課、身体障がい者支援課共通の業務

として次の業務を行っています。 

 

① 相談・指導業務(知的障害者福祉法第 12 条第 2項、身体障害者福祉法第 11 条第 2項) 

障がい者に関する専門的な知識及び技術を有する機関として、常勤の心理判定

員、知的障害者福祉司、身体障害者福祉司及び非常勤の嘱託医師等を配置し、市

町村をはじめとする行政機関、障がい者及びその介護を行う者等からの職業、生

活、医療、保健等の相談に応じています。 

 

② 市町村支援業務(知的障害者福祉法第 12 条第 2項、身体障害者福祉法第 11 条第 2項 等) 

市町村からの障がい者に関する相談に応じるとともに、市町村の担当職員を対

象とした説明会を開催するなど、円滑な更生援護行政の推進に向けた支援を行っ

ています。 
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４ 組織及び職員の配置状況 
 

【図２】組織図 

                                    （令和６年４月現在） 

 

【表１】職員の配置状況 

 

 

 

◆障がい者更生相談所の沿革（関係機関を含む）

同一場所（敷地内）を表す

S26.４設置

Ｓ27.11設置

あけぼの園

障害者更生相談所

精神薄弱者更生相談所

身体障害者
福祉センター

身体障害者
授産指導所

身体障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

白木原授産場

身体障害者更生指導所 身体障害者更生相談所身体障害者更生指導所 身体障害者更生相談所 指導所内に設置

Ｓ２７．１１設置

身体障害者

福祉センター

Ｓ37.11

Ｈ9.1統合

Ｓ34.9 ●大野町曙町へ

移転

Ｓ37.11 身体障害者福祉

センターに 併設

Ｓ35.12設置

精神薄弱者更生相談所

●大野町曙町の

指導所内に設置

Ｓ37.11 身障福祉セン

３３３ ３ターに併設

Ｓ55.12

Ｈ8.4 厚生事業団

３３３３３に委託

Ｈ18.4 厚生事業団
に指定管理

Ｈ18.4 厚生事業団３３

３３３ に指定管理

Ｈ21.4 福岡コロニー

に指定管理

Ｈ25.4改称 Ｈ25.4改称

あけぼの園 障害者リハビリテーションセンター

厚生事業団に

委託

Ｓ55.12開設 Ｓ55.12 ●古賀町へ移転

（リハビリテーショ

ンセンターに設置）

【身体障害者更生相談所】 【知的障害者更生相談所】

障害者更生相談所

Ｓ51.11 ●中央区大手 ３３

３３３ ３門へ移転

(中央児相に併設)

Ｈ9.1 ●春日市原

町へ移転

Ｈ21改称

障がい者更生相談所
福岡児童相談所

〈筑紫野市二日市〉

【身体障害者授産施設】

障がい者更生相談所

〈大野城市曙町〉

〈春日市原町〉

〈古賀市〉

Ｓ２３.４設置

〈福岡市西新町〉

Ｓ４７．４ 福岡市の政

xxxxxxxxxx令市昇格に

ｗｗｗｗｗｗ伴い所管を

ｗｗｗｗｗｗ分離

〈大野町(現：大野城市)白木原〉 【身体障害者更生施設】

【児童相談所〈福岡地区）】

中央児童相談所

Ｓ２７.７ 中央区大手門

３３３３３ ３に新築移転

〈福岡市大手門 〉

Ｓ34.9 ●大野町曙町

ｂｂｂｂｂｂｂｂへ移転

身体障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
福岡児童相談所

白木原授産場

Ｓ２６.４設置

身体障害者

授産指導所

あけぼの園
H29.4 改称

R6.4.1現在

係長 係員 係長 係員

医 師 16

心 理 判 定 員 3 3 3

看 護 師 1 1 1

理 学 療 法 士 1 1 2 2

作 業 療 法 士 1 1 1

知的障害者福祉司 *(1) (1) (1)

身体障害者福祉司 *(1) *(2) (3) (3)

一 般 事 務 1 1 2 3 １ １ 5 1 8 12

運 転 士 １ １ 1

合 計 1 1 6 7 1 1 5 1 4 12 20 16

課長
手帳係 支援係

小計

※（　　）の「知的障害者福祉司」及び「身体障害者福祉司」は、法令上置くこととされている職。本県では知的障害者福祉司には一

般事務、身体障害者福祉司には一般事務及び理学療法士がこれに従事している。

常勤

非常勤
所長

知的障がい者支援課 身体障がい者支援課

計
課長 課員 小計

知的障がい者

支援課長

身体障がい者

支援課長

所長

担当　６名（庶務・会計、心理判定、療育手帳交付、自動車運転等）

１名

　医　師　（非常勤嘱託　１５名）

　内科（免疫）

１名

１名

１名

７名　整形外科

　内科（じん臓）

　内科（心臓）

支援係長

１名　精神科　医　師　（非常勤嘱託　１名）

担当　５名（身体障害者手帳認定・交付、１５条指定医師の指定、障がい程度審査委員会等）課長補佐兼手帳係長

担当　４名（補装具・更生医療要否判定、巡回補装具判定、指定自立支援医療機関の指定等）

１名

２名

　内科（呼吸器）

　外科

　耳鼻咽喉科 １名

　眼科
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５ 所管業務の変遷 

下の図は、福岡県障がい更生相談所が所管してきた業務の変遷を示しています。 

 の実線部は「市｣の区域を、 

 の破線部は「町村」の区域を表します。 

また、それぞれの線上にある“機関”が該当区域を所管していることを表しています。 

法令の改正により更生相談所の役割も変わってきましたが、この他、本県行政機構の

見直しによっても当所の所管業務は変化してきました。 

下図の網掛け部分は、本県更生相談所が所管してきた業務の範囲で、現在、療育手帳

の判定・交付、身障手帳の認定・交付及び審査部会運営業務、補装具及び更生医療の判

定業務等を所管しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管業務に関係する主な法令改正等の動きは以下のとおりです。 
 

○平成 5年 4月：社会福祉関係 8 法の改正（Ｈ2 年）に基づき、身体障害者更生援護施設入所等の援護 
事務が都道府県から町村へ委譲されるとともに、従来、福祉事務所に置かれていた「身体障害者福祉 
司」を身更相に置くこととされた。 

○平成 12 年 4月：地方分権一括法の施行に伴い身体障害児に対する補装具給付事務が市町村へ委譲さ 
れ、また、基準外補装具の厚生大臣協議が廃止された。 

○平成 15 年 4月：社会福祉事業法等の一部改正（H12 年）に基づき、知的障害者に関する更生援護事 
務が都道府県から町村へ委譲されるとともに、従来、福祉事務所に置かれていた「知的障害者福祉司」 
を知更相に置くこととされた。 

○平成 15 年 4月：社会福祉基礎構造改革の一環として、知的及び身体障害者援護施設への入所に係る 
措置制度が支援費制度に移行され、施設訓練等支援費の支給決定事務は市町村が行うこととされた。 

○平成 18 年 4月：障害者自立支援法施行。身体、知的、精神の３障害の福祉サービス体系を一元化す 
るとともに、その実施主体を市町村に一元化。 

○平成 25 年 4月：障害者総合支援法施行。 

H5～

H5～

H5～

H5～

※中核市（久留米市）は、身障手帳関係事務を同市で所管（変遷は省略）

7H3 4 5 6 198 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 26 ～ R5

知
更
相
関
係

療
育
手
帳

心

理

判

定

交
付

H20～

施
設
入
所

判
定

20 21 22 23 24 25

　H15～

　　支援費制度の導入に伴い、判定は廃止

決
定

身
更
相
関
係

身
障
手
帳

認
定

H20～

交
付

H20～

審
査
部
会

H20～

施
設
入
所

判
定

　H15～

　　支援費制度の導入に伴い廃止

決
定

※政令市（北九州市・福岡市）は障害者更生相談所が行う業務の全てを同市で所管（変遷は省略）

補

装

具

・

更

生

医

療

判
定

決
定

障更相

各市町村

県本庁 障更相

市福祉

県福祉

市福祉
各市町村

障更相

H15から： 利用者の選択・契約制H14まで： 入所の措置の決定

障更相
県本庁

市福祉

障更相

県 福 祉

県 福 祉

県 本 庁

障更相

障更相
県本庁 県 福 祉

障更相

各市町村

H15年度から： 利用者の選択・契約制H14度まで： 入所の措置の決定
市福祉

県 福 祉

県福祉
各市町村
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６ 施設（建物）の概要 
 

（１）敷地面積   ３,４５９.43 ㎡ 

（２）建物の構造  鉄筋コンクリート３階建て 

（３）入居事務所  ３階 福岡児童相談所 

 ２階 精神保健福祉センター 

 １階 障がい者更生相談所 

（４）設置場所   〒816-0804 

     福岡県春日市原町 3丁目１－７ 

  ＴＥＬ（092）586-1055 

     ＦＡＸ（092）586-1065 

     Ｅ－ｍａｉl shogaishakouseiso@pref.fukuoka.lg.jp 

 

（５）館内図（１階） 
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（６）最寄の公共交通機関 

Ｊ Ｒ：「春日」駅下車徒歩約４分 

西鉄電車：「春日原」駅下車徒歩約１２分 

 

【近隣案内図】 
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７ 所管区域図 

 

 

 

 

 

 

 

凡　例

全ての業務が所管外である区域（北九州市、福岡市）

一部の業務（身障手帳の認定・交付、指定医師及び指定自立支援医療
機関の指定）が所管外である区域（久留米市）

市 
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８ 県内の療育手帳及び身体障害者手帳の所持者数 

次の表は、福岡県内で療育手帳及び身体障害者手帳（以下、「身障手帳」という。）の所

持者数を市町村ごとに表したものです。各手帳所持者の障害程度別、年度推移などの詳し

い状況は、「第２ 業務の内容」の中で示していきます。 

（１）令和５年度における手帳所持者数 

 

 

    【表２】　福岡県における療育・身障手帳所持者数
（単位：人）

療育手帳 身障手帳 合   計 人     口 町 村 名 療育手帳 身障手帳 合   計 人     口

12,385 44,017 56,402 900,279 宇 美 町 460 1,332 1,792 36,302
14,621 51,642 66,263 1,549,847 篠 栗 町 406 1,033 1,439 30,870
1,609 5,288 6,897 104,808 志 免 町 559 1,493 2,052 45,543
3,720 11,363 15,083 295,056 須 恵 町 381 1,040 1,421 28,846

875 2,520 3,395 54,215 新 宮 町 269 910 1,179 32,484
1,682 5,859 7,541 122,660 久 山 町 103 357 460 9,056

709 2,395 3,104 44,108 粕 屋 町 570 1,366 1,936 47,767
711 3,131 3,842 61,192 芦 屋 町 157 573 730 12,691
886 3,133 4,019 59,023 水 巻 町 455 1,252 1,707 27,095
635 1,802 2,437 48,475 岡 垣 町 290 1,262 1,552 31,206
467 1,688 2,155 31,046 遠 賀 町 220 804 1,024 18,642
873 2,741 3,614 71,352 小 竹 町 120 436 556 6,711
341 1,025 1,366 23,138 鞍 手 町 238 964 1,202 14,667
619 2,002 2,621 38,900 桂 川 町 189 698 887 12,618
644 2,001 2,645 58,033 筑 前 町 301 1,287 1,588 30,078

1,044 3,553 4,597 105,545 東 峰 村 33 135 168 1,802
1,143 3,333 4,476 110,649 大刀洗町 182 614 796 15,450
1,049 2,800 3,849 101,693 大 木 町 140 582 722 13,475

974 3,277 4,251 95,809 広 川 町 212 810 1,022 18,719
708 2,992 3,700 70,903 香 春 町 170 551 721 10,045
709 1,899 2,608 58,013 添 田 町 133 533 666 8,396
626 2,101 2,727 68,160 糸 田 町 164 545 709 8,264
372 1,680 2,052 27,211 川 崎 町 374 1,318 1,692 14,901
417 1,389 1,806 25,584 大 任 町 98 290 388 5,016
730 2,224 2,954 34,290 赤    村 58 176 234 2,846
607 2,497 3,104 49,226 福 智 町 413 1,285 1,698 20,855
430 1,654 2,084 34,353 苅 田 町 434 1,250 1,684 36,136

1,084 4,132 5,216 101,630 みやこ町 219 943 1,162 17,702
475 1,755 2,230 49,024 吉 富 町 77 255 332 6,487

上 毛 町 106 308 414 7,157
築 上 町 261 833 1,094 16,387

24,139 80,234 104,373 1,944,096 町村部計 7,792 25,235 33,027 588,214

(1.2%) (4.1%) (5.4%) (100.0%) （人口比） (1.3%) (4.3%) (5.6%) (100.0%)

（人口比） (1.2%) (4.0%) (5.2%) (100.0%)

県　　域 31,931 105,469 137,400 2,532,310

（人口比） (1.3%) (4.2%) (5.4%) (100.0%)

政 令 市 27,006 95,659 122,665 2,450,126

（人口比） (1.1%) (3.9%) (5.0%) (100.0%)

糸 島 市

大牟田市

市           部 町    村    部

市   名

北九州市
福 岡 市

小 郡 市

久留米市
直 方 市
飯 塚 市
田 川 市
柳 川 市
八 女 市
筑 後 市
大 川 市
行 橋 市
豊 前 市
中 間 市

みやま市

筑紫野市
春 日 市
大野城市
宗 像 市
太宰府市
古 賀 市
福 津 市
うきは市
宮 若 市
嘉 麻 市
朝 倉 市

那珂川市

市  部  計
※政令市除

（人口比）

県　全 体 58,937 201,128 260,065 4,982,436
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令和 6年 3月 31 日現在での福岡県全体における療育手帳の所持者は 58,937 人（県

人口の 1.2％）、身障手帳所持者は 201,128 人（同 4.0％）となっています。 

この県内の状況を、当更生相談所が所管する区域（両政令市を除く区域（県域））と政

令市域に分けて見ると、手帳所持者数の人口比については療育手帳・身障手帳いずれも、

政令市域より県域がやや高い比率を示しています。 

 

（２）手帳所持者数の年度推移（政令市を含む県全体）（令和元～５年度） 

過去５年間の福岡県全体における療育手帳、身障手帳の所持者数は、以下のグラフの

とおりです。身障手帳の所持者数は減少傾向にありますが、療育手帳の所持者数は近年、

増加傾向が続いています。 

 

【図３】手帳所持者数の年度推移（政令市を含む県全体） 

 

 

◆出典【所持者数／県内】当所集計値（R6.3.31 現在） 

   【人口／県内】福岡県住民基本台帳月報（R6.3.31 現在） 
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第２ 業務の内容 
 
１ 知的障がい者支援課 

知的障がい者支援課では、所の総務、研修の企画等「所の運営に関すること」及び「知

的障がい者に関する事務」として、療育手帳の判定、交付、証明書の交付等を行ってい

ます。  

 

（１）療育手帳の判定・交付 

 

① 療育手帳の所持者数 

ア 令和５年度末における手帳所持者数 

表３は、令和５年度末現在における所管地域ごとの手帳所持者数を障害程度

（Ａ（重度域）、Ｂ（中・軽度域））区分ごとに示したものです。   

 

                   

    

 

 

 

 

 

      

表４は、令和５年度末現在における所管地域ごとの手帳所持者数を知的障が

い児（18歳未満）と知的障がい者（18歳以上）に分けたものです。   

県域では、１８歳未満と１８歳以上の割合がおよそ１：３となっています。 

 

 

  

 

 

 

 

                    

 

 

イ 手帳所持者数の年度推移（令和元～令和５年度） 

表５及び図４は、県内の所管区域別の療育手帳所持者数について、その年度推

移を表したものです。 

本県における療育手帳の所持者数は、県域及び両政令市ともに年々増加傾向に

あります。 

重度域 

A 

最 重 度 A１ 

重 度 A２ 

重度・合併 A３ 

中・軽度域 

B 

中 度 B１ 

軽 度 B２ 

【表３】 障害程度別療育手帳所持者数 （単位：人）

Ａ Ｂ 合計
12,790 19,141 31,931
(40.1%) (59.9%) (100.0%)

5,510 9,111 14,621
(37.7%) (62.3%) (100.0%)

4,339 8,046 12,385
(35.0%) (65.0%) (100.0%)

22,639 36,298 58,937
(38.4%) (61.6%) (100.0%)

県 全 体

県     域

福 岡 市

北九州市

【表４】 年齢別療育手帳所持者数 （単位：人）

18歳未満 18歳以上 合計
8,104 23,827 31,931

(25.4%) (74.6%) (100.0%)

4,525 10,096 14,621
(30.9%) (69.1%) (100.0%)

2,695 9,690 12,385
(21.8%) (78.2%) (100.0%)

15,324 43,613 58,937
(26.0%) (74.0%) (100.0%)

県     域

福 岡 市

北九州市

県 全 体
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表６は、知的障がい児（18 歳未満）と知的障がい者（18歳以上）別の療育手

帳所持者数について、その年度推移を表したものです。 

知的障がい児、知的障がい者ともに年々増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【図４】

【表５】 療育手帳所持者数の年度推移
（単位：人）

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

28,072 28,705 29,785 30,769 31,931
(100.0%) (102.3%) (106.1%) (109.6%) (113.7%)

12,497 12,898 13,455 14,040 14,621
(100.0%) (103.2%) (107.7%) (112.3%) (117.0%)

11,257 11,526 11,768 12,043 12,385
(100.0%) (102.4%) (104.5%) (107.0%) (110.0%)

51,826 53,129 55,008 56,852 58,937
(100.0%) (102.5%) (106.1%) (109.7%) (113.7%)

※下段の％は、令和元年度を100としたときの増減率

県 域

福 岡 市

北九 州市

県 全 体

【表６】 年齢別年度推移 （単位：人）

令和元年度 令和２年度 ３年度 ４年度 ５年度

6,697 6,894 7,257 7,611 8,104
(100.0%) (102.9%) (108.4%) (113.6%) (121.0%)

21,375 21,811 22,528 23,158 23,827
(100.0%) (102.0%) (105.4%) (108.3%) (111.5%)

28,072 28,705 29,785 30,769 31,931
(100.0%) (102.3%) (106.1%) (109.6%) (113.7%)

※下段の％は、令和元年度を100としたときの増減率

合　　　　計

１８歳未満

１８歳以上
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② 知的障がいに係る判定 

更生相談所は、知的障がいに係る判定依頼があったときは、知的障がいの有無及

びその程度の判定を行っています。更生相談所は政令市を除く県域を所管しており、

このうち、１８歳以上の者に対する判定を行っています。（知的障がい児に係る判定

は児童相談所が所管） 

判定（新規判定）を行った結果、知的障がいに該当し、申請があった場合は療育

手帳を交付しています。なお、知的障がいは発達期（概ね 18 歳まで）に起因する障

がいであることから、若年時を中心に一定期間を置いて知的状況の確認をするための

再判定を実施しています。 

判定・交付の流れは以下のとおりです。 

なお、本書で示す「判定件数」は、児童相談所が行ったものは含みません。 

 

 

 

  

 

   

 

 

  

 

 

 

   【注】統計数値で表す判定件数は、上図の判定（265 件）、再判定（809 件）の他、他更相からの依頼及

び判定後保留扱いとなったもの 4件と合わせて 1,078 件となります。 

 

 

 ア 令和５年度における判定件数 

表７は、県更生相談所が行った知的障害に係る判定件数を新規判定・再判定及び 

障がい程度別に表したものです。 

更生相談所における「新規判定」は、１８歳を過ぎて初めて判定を受ける場合で 

あり、「再判定」とは、児童相談所で判定を受けて療育手帳を取得後に１８歳を過 

ぎて更生相談所で再判定を受ける場合と、更生相談所で判定を受けて療育手帳を取 

得後に再判定を受ける場合があります。 

判定件数全体の７割超を再判定が占めており、障がい程度別では新規・再判定い 

ずれもＢ２区分が最も多くなっています。 

また、新規判定では９割近くがＢ判定であるのに対し、再判定ではＢ判定が約７ 

割と新規判定に比べＡ判定の割合が高くなっています。 

 

 

 

判定 

18 歳

以上 

18 歳

未満 

（
判
定
結
果
の
記
載
） 

判

定

依

頼 

判定 

(265 件) 

【障更相】 

判定 

【児相】 

結

果

通

知 

交

付

申

請 

紛失、汚損等 

再交付 

(501 件) 

【障更相】 

 

再

判

定

依

頼 

再判定 

(809 件) 

【障更相】 

再判定 

【児相】 

交付・再交付 再判定 

 うち、 

再判定 

必要分 
新規交付 

(1,462 件) 

【障更相】 
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【表７】障がい程度別判定件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 判定件数の年度推移（令和元～令和５年度） 

次のグラフは、県内３つの更生相談所（県・政令市）が行った療育手帳の判定件数 

について、各相談所別の年度推移を表したものです。 

県更生相談所における判定件数は、1,000 件強で推移しています。 

 

【図５】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：件)

該当者（①） 非該当者
（②）

合計
（①＋②）

その他 判定件数
A1 A2 A3 B1 B2 小計

134 264 1 265

新規 判定

13 18 8 91

(0.4%) (100.0%)

809 0 809

(99.6%)

＜24.7%＞

(100.0%)

再 判 定

94 166 12 258

(11.6%) (20.5%) (1.5%) (31.9%)

(99.9%) (0.1%) (100.0%)

279

(4.9%) (6.8%) (3.0%) (34.3%) (50.6%)

20 349 413

＜75.3%＞

(34.5%) (100.0%) (0.0%)

※その他とは、他更相からの依頼や判定結果、保留となった件数

※下段の（％）は、当該判定種別における構成比　　＜％＞は、新規判定・再判定の割合

1,073 1 1,074 4 1,078

(10.0%) (17.1%) (1.9%) (32.5%) (38.5%)
合 計

107 184
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  表８は、県更生相談所が行った療育手帳の判定件数について、年齢別の年度推 

移を表したものです。 

 

【表８】年齢区分別判定件数の年度推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表９は、県更生相談所が行った知的障がいに係る判定件数を判定方法別に年度 

推移で表したものです。 

判定方法には、申請者本人との面接を実施した上で判定をする面接判定と申請

書類や関係者から得られた情報をもとに判定する書面判定があります。 

面接判定は、申請者が更生相談所に来所して実施する来所判定が基本ですが、

申請者の居所や身体状況、家庭環境の状況等から来所が困難と認められ、かつ、

申請者が希望する場合には出張判定を行うことがあります。    

なお、精神科嘱託医による医学的判定は、必要に応じて来所判定の中で実施し

ています。 

 

【表９】判定方法別判定件数の年度推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：件）

(95.7%)
29

(111.5%)
1,074

５年度
178

(71.8%)
484

(92.5%)

(83.1%)

258
(99.6%)

80
(42.3%)

45

(81.7%)
※下段の％は、令和元年度を100としたときの増減率。

合 計
1,292 1,044 1,075 1,056

(100.0%) (80.8%) (83.2%)

29

(100.0%) (96.2%) (103.8%) (111.5%)
６ ０ 歳 以 上

26 25 27
(100.0%) (108.5%) (102.1%)

５０～５ ９歳
47 51 48 46

(97.9%)

４０～４ ９歳
189 147 132 81

(100.0%) (77.8%) (69.8%) (42.9%)

３０～３ ９歳
259 229 260 246

(100.0%) (88.4%) (100.4%) (95.0%)

(86.8%) (91.4%)
２０～２ ９歳

523 387
(100.0%) (74.0%)

478

１８～１ ９歳
248 205

454
(100.0%) (82.7%) (62.1%) (71.0%)

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度
154 176

(25.9%)

1,074
(100.0%)

18

(1.7%)

106
(9.9%)

278

５年度

796
(74.1%)

690
(64.2%)

(100.0%)

※下段の％は、当該年度別における構成比

(28.5%)

合 計 （ ① + ② ）
1,292 1,044 1,075
(100.0%)

書 面 判 定 （ ② ）
(25.1%) (25.1%)

(100.0%)

来 所 判 定

出 張 判 定
179

306

20 21

141

(1.9%) (2.0%)

(13.1%)(12.8%)

324 262

134
(13.9%)

（単位：件）

789

う ち

医 学 的 判 定

62

(4.8%)

648 628

面 接 判 定 （ ① ）
968 782 769

(61.1%) (62.1%) (58.4%)

３年度

(71.5%)

４年度

796
(75.4%)

令和元年度 ２年度

(74.9%) (74.9%)

652
(61.7%)

26

(2.5%)

144
(13.6%)

260
(24.6%)

1,056
(100.0%)
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③ 療育手帳の交付 

療育手帳の交付は、更生相談所が判定した１８歳以上の知的障がい者及び児童相

談所が判定した１８歳未満の知的障がい児に対し、更生相談所が一括して行ってい

ます。 

次の図は、療育手帳の判定・交付の流れを示したもので、更生相談所が行う新規

交付及び再交付を   で示しています。再交付とは、手帳交付後、紛失や汚損、

記載事項満了等を理由として行うものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 ア 令和５年度における交付件数 

 表１０は、県内の所管別・障害程度別交付件数を表したものです。 

 

 

【表１０】新規交付に係る所管別・障害程度別交付件数 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(単位：人）

A B 合計

127 931 1,058
(12.0%) (88.0%) (100.0%)

96 640 736
(13.0%) (87.0%) (100.0%)

49 404 453
(10.8%) (89.2%) (100.0%)

272 1,975 2,247
(12.1%) (87.9%) (100.0%)

4,710 38,875 43,585
(10.7%) (89.3%) (100.0%)

※下段の％は構成比。

※全国値は平成27年度分であり、参考値。

県 域

福 岡 市

北 九 州 市

県 全 体

全 国

(単位：人）

A B 合 計

166 1,296 1,462
(11.4%) (88.6%) (100.0%)

74 676 750
(9.9%) (90.1%) (100.0%)

47 424 471
(10.0%) (90.0%) (100.0%)

287 2,396 2,683
(10.7%) (89.3%) (100.0%)

※下段の％は構成比

県 域

福 岡 市

北 九 州 市

県 全 体

 うち、 

再判定 

必要分 判定 

(265 件) 

【障更相】 

再判定 

【児相】 

再判定 

(809 件) 

【障更相】 

 再交付 

(501 件) 

【障更相】 

 

判定 

【児相】 

（
判
定
結
果
の
記
載
） 

18 歳

以上 

18 歳 

未満 

判

定

依

頼 

結

果

通

知 

交

付

申

請 

新規交付 

(1,462 件) 

【障更相】 紛失、汚損等 

再

判

定

依

頼 

判定 交付・再交付 再判定 
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表１１は、令和５年度における市町村別の手帳の交付状況です。 

 

【表１１】市町村別交付件数 

 

 

 

 

 

 

（単位：人）

Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ｂ１ Ｂ２ 合計 Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ｂ１ Ｂ２ 合計

大 牟 田 市 5 4 0 11 44 64 27 宇 美 町 0 0 0 4 11 15 10

久 留 米 市 8 10 0 33 109 160 82 篠 栗 町 0 1 0 4 14 19 7

直 方 市 3 1 0 5 31 40 15 志 免 町 0 3 0 10 21 34 8

飯 塚 市 2 7 0 18 42 69 18 須 恵 町 0 1 2 4 21 28 4

田 川 市 0 6 1 6 26 39 6 新 宮 町 2 0 0 3 17 22 6

柳 川 市 0 2 0 3 15 20 7 久 山 町 0 1 0 0 7 8 0

八 女 市 2 2 0 5 19 28 19 粕 屋 町 1 2 3 8 28 42 7

筑 後 市 1 1 0 4 22 28 7 芦 屋 町 0 0 0 1 3 4 3

大 川 市 0 2 0 4 9 15 6 水 巻 町 0 2 1 7 17 27 11

行 橋 市 2 5 1 5 16 29 13 岡 垣 町 1 0 0 5 12 18 3

豊 前 市 0 1 0 3 8 12 2 遠 賀 町 0 1 0 3 3 7 0

中 間 市 0 2 0 12 17 31 13 小 竹 町 0 1 0 0 3 4 6

小 郡 市 0 1 0 5 14 20 13 鞍 手 町 1 0 1 0 6 8 4

筑 紫 野 市 4 5 1 18 33 61 18 桂 川 町 0 0 0 0 4 4 2

春 日 市 4 7 1 15 41 68 18 筑 前 町 0 0 1 1 12 14 3

大 野 城 市 0 5 0 13 48 66 18 東 峰 村 0 0 0 0 1 1 0

宗 像 市 4 2 0 9 30 45 12 大 刀 洗 町 0 0 1 0 8 9 1

太 宰 府 市 0 4 0 12 31 47 11 大 木 町 1 0 0 1 4 6 2

古 賀 市 1 2 0 6 24 33 11 広 川 町 0 0 0 4 5 9 4

福 津 市 1 2 0 8 26 37 14 香 春 町 0 0 0 0 0 0 4

う き は 市 0 0 0 3 8 11 6 添 田 町 0 0 0 0 2 2 5

宮 若 市 1 0 1 5 11 18 8 糸 田 町 0 0 0 1 4 5 1

嘉 麻 市 2 2 0 7 11 22 9 川 崎 町 0 0 0 2 8 10 1

朝 倉 市 1 3 0 6 17 27 13 大 任 町 0 0 0 0 7 7 2

み や ま 市 0 0 0 4 14 18 11 赤 村 0 0 0 0 3 3 0

糸 島 市 2 3 1 13 45 64 10 福 智 町 0 1 0 3 18 22 4

那 珂 川 市 1 2 0 7 14 24 8 苅 田 町 1 3 0 4 11 19 2

み や こ 町 0 0 0 0 4 4 1

吉 冨 町 0 0 0 1 3 4 0

上 毛 町 1 0 0 1 2 4 0

築 上 町 0 2 0 2 3 7 5

市 部 計 44 81 6 240 725 1,096 395 町 村 部 計 8 18 9 69 262 366 106

(3.0%) (5.5%) (0.4%) (16.4%) (49.6%) (75.0%) (78.8%) (0.5%) (1.2%) (0.6%) (4.7%) (17.9%) (25.0%) (21.2%)

県 域 合 計 52 99 15 309 987 1,462 501

構成比（％） (3.6%) (6.8%) (1.0%) (21.1%) (67.5%) (100.0%) (100.0%)

新　規　交　付
再交付市 名

新　規　交　付
再交付 町 村 名
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イ 交付件数の年度推移（令和元～令和５年度） 

表１２は、県域における療育手帳新規交付件数の障害程度別・年度推移を表した 

ものです。 

 

【表１２】新規交付に係る障害程度別年度推移                

 

 

 

                        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

次のグラフのとおり、再交付（破損、紛失、写真交換、記載欄満了等の理由に

よる）が療育手帳交付全体の約３割を占めています。               

 

【図６】新規・再交付別年度推移 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

560 483 524 475 501

1,227
1,111

1,261 1,268
1,462

合計

1,787 合計

1,594

合計

1,785
合計

1,743

合計

1,963

0

500

1000

1500

2000

2500

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

人

新 規

再交付

（単位：人）

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

43 45 47 41 52
(100.0%) (104.7%) (109.3%) (95.3%) (120.9%)

81 77 81 85 99
(100.0%) (95.1%) (100.0%) (104.9%) (122.2%)

12 8 9 12 15
(100.0%) (66.7%) (75.0%) (100.0%) (125.0%)

289 248 274 261 309
(100.0%) (85.8%) (94.8%) (90.3%) (106.9%)

802 733 850 869 987
(100.0%) (91.4%) (106.0%) (108.4%) (123.1%)

1,227 1,111 1,261 1,268 1,462
(100.0%) (90.5%) (102.8%) (103.3%) (119.2%)

※下段の％は、令和元年度を100としたときの増減率

合計

A1

A2

A3

B1

B2
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（２）証明書の交付状況 
療育手帳を所持しているか否かに関らず、各判定機関（更生相談所・児童相談所）に

よる判定を受けた者の求めに応じて、知的障がいの程度についての証明書を交付して

います。以下は県更生相談所で判定依頼時と別途交付した証明書を目的別にまとめた

ものです。 

 

 

【表１３】令和５年度における証明目的別の年齢構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表１４】目的別証明書交付件数の年度推移 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

(単位：人）

18～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳～ 計
4 39 12 7 5 2 69

(58.5%)
1 1 1 0 0 0 3

(2.5%)
1 7 4 2 2 1 17

(14.4%)
0 0 2 2 2 1 7

(5.9%)
1 1 0 0 0 0 2

(1.7%)
5 6 1 4 3 1 20

(16.9%)

12 54 20 15 12 5 118
(100.0%)

※下段の％は、交付合計比

合 計

そ の 他

障 害 基 礎 年 金

就 労

捜査関係事項照会

成 年 後 見 人

特 別 障 害 者 手 当

（単位：人）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

障 害 基 礎 年 金 139 64 95 87 69

就 労 8 6 5 1 3

捜査関係事項照会 30 23 18 19 17

成 年 後 見 人 7 7 7 9 7

特 別 障 害 者 手 当 4 2 2 6 2

そ の 他 45 26 25 19 20

合 計 233 128 152 141 118
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◆療育手帳の新規判定及び新規交付の事務フロー 

【図７】 
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２ 身体障がい者支援課 
身体障がい者支援課では、自立支援医療（更生医療）・補装具の要否判定、巡回補装

具判定、身体障害者手帳の認定・交付等を行っています。 

 

（１）自立支援医療（更生医療）の要否判定 
自立支援医療制度の一つである更生医療は、障がいを除去・軽減するため、手術等

の治療によって確実に効果が期待できる医療について、医療費の自己負担額を軽減す
る公費負担医療制度です。 
主な治療の例に、人工関節置換術、ペースメーカー埋込術、人工透析療法等があり、

更生相談所はその要否の判定等を行っています。 
 

① 令和５年度における判定状況 

障害種別では、心臓、腎臓の２区分で全体のほとんど（94.6％）を占めています。 

 

【表１５】自立支援医療（更生医療）判定件数 

 

 

 

 

 

② 判定件数の年度推移（令和元～令和５年度） 

更生医療全体の判定件数は、令和元年度から減少傾向です。 

 

（単位：人）

心臓 腎臓 小腸 肝臓
肢体
不自由

視覚 聴覚
音声・
言語・
そしゃく

その他 合計

1,018 1,026 0 4 82 0 1 10 20 2,161

(47.1%) (47.5%) (0.2%) (3.8%) (0.0%) (0.5%) (0.9%) (100.0%)

※下段の％は、各障害種別における構成比

県　域
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【表１６】自立支援医療判定件数の年度推移 

    
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 自立支援医療（更生医療）判定の事務フロー 

 

【図８】 

 

（単位：人）

※下段の％は、令和元年度を100としたときの増減率

(400.0%) (150.0%)

音声・言語
・そしゃく

(64.5%)

2,161
(84.6%)

82

(59.4%)

0

1

10

(500.0%)

20

(86.6%) (87.5%)

(74.2%) (103.2%) (90.3%)

合 計
2,553 2,346 2,211 2,235

そ の 他
31 23 32 28

(100.0%)

(100.0%) (91.9%)

視 覚
1 0 0 0

4

2 4 8 3

(100.0%) (200.0%)

肝 臓
11 11 7 3

(63.8%) (60.1%)

6 2

肢 体
不 自 由

138 99 88 83

(100.0%) (71.7%)

聴 覚
0

(74.7%)

(27.3%)

小 腸

腎 臓
1,386 1,230 1,112 1,036

(100.0%) (88.7%) (80.2%)

0 0 0 0

５年度

1,018

(103.5%)

1,026
(74.0%)

0

4

(36.4%)

心 臓
984 975 958 1,080

(100.0%) (99.1%) (97.4%) (109.8%)

令和元年度 令和２年度 ３年度 ４年度

(100.0%) (100.0%) (63.6%)
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（２）補装具の要否判定（相談業務を含む） 

補装具は、身体障がい者（児）及び１８歳以上の難病患者等の失われた身体機能を補

完・代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用される用具であり、職業、その他日常

生活の効率の向上等の目的達成に必要と認められる場合に、市町村がその費用の支給を

決定します。 

更生相談所では、市町村の求めに応じ、医学的・専門技術的観点からその要否を判定

しています。 

 

① 判定の方法 

  判定の方法は、補装具の種類や支給区分（新規支給、再支給、修理）等によって異

なっており、更生相談所では下表のように区分しています。 

 

　　　　

身体障がい者

③
判
定
依
頼

市町村長

福岡県障がい者更生相談所

④
判
定
書
交
付

②支給認定申請

⑤受給者証交付

指定自立支援医療機関

（更生医療）

①
更
生
医
療
意
見
書
作
成

⑧
自
立
支
援
医
療

（
更
生
医
療
）
の
給
付

⑥自立支援医療

（更生医療）

給付の委託

福岡県知事診療報酬審査支払機関

⑯
審
査
済
明
細
書

支
払
委
託
の
委
任

⑮
支
払

⑩
診
療
報
酬
請
求

⑫概算支払

指定

⑦
受
給
者
証
提
示

⑨
自
己
負
担
額
支
払

⑪概算請求

⑬審査

⑭決定通知
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  【表１７】 

更生相談所における補装具の判定区分は、以下の表のとおりです。

◎ 印： 更生相談所の直接（来所等）判定を要するもの

○ 印： 更生相談所（書類または直接（来所等））の判定を要するもの

△ 印： 一部、更生相談所の判定を要するもの

× 印： 更生相談所の判定を要しないもの

要 否
判 定

適 合
判 定

要 否
判 定

適 合
判 定

要 否
判 定

適 合
判 定

要 否
判 定

適 合
判 定

○
(※)

○ ○ ○ ○ △ △ △

○ ○ ○ ○ ○ △ △ △

○
(※)

○ ○ ○ ○ △ △ △

× × × × × ×

× × × × × ×

× × × × × ×

高度難 聴用
ポケット型・
耳 か け 型

×(※) × ×(※) × × ×

重度難 聴用
ポケット型・
耳 か け 型

○ × ×(※) × × ×

○ × ×(※) × × ×

○ × ×(※) × × ×

× ×

○ ○ △ △ ○ △ △ △

× × × × × ×

○ ○ △ △ × ×

◎
(※)

○ △ △ × ×

× × × × △ △ × ×

× × × × × ×

〇借受けの判定を行い、購入が適当とされた場合は適合判定が必要。

〇難病等で別の制度で支給されていた場合の再支給は補装具費支給制度では新規として扱う。
〇特例補装具にあたる場合は、更生相談所の判定を要する。

電 動 車 椅 子

※判定医の判断に
より現地調査可能
（来所判定が困難
な理由の確認要）

歩 行 器

歩 行 補 助 つ え

重度障害者用意思伝達装置

車
椅
子

レディメイド

そ の 他 の 車 椅 子

人 工 内 耳 （ 修 理 ）

視 覚 障 害 者 安 全 つ え

義 眼

眼 鏡

補
聴
器

※両耳の場合は判
定が必要

耳 あ な 型 ･ 骨 導 式

デジタルワイヤレス補聴補助システム

姿 勢 保 持 装 置

※令和5年度よ
り、全ての姿勢保
持装置の書類判定
が可能

補 装 具 判 定 区 分 表

　　　　　　　　区　　分
　補装具の種目

新 規 支 給 再 支 給 借 受 け 修 理

備考

義 肢
（ 義 手 ･ 義 足 ）

※令和4年度よ
り、全ての義肢の
書類判定が可能

装 具
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② 令和５年度における判定状況 

判定の手法は、医師の直接診断を伴う「直接判定」と、提出書面の審査で対応す

る「書面判定」に区分されます。また、「直接判定」は、申請者が更生相談所に来所

の上、医師の判定を受ける「来所判定」と、申請者の利便性を図るために、県内各

地に医師や職員を派遣して行う「巡回補装具判定」に区分されます。これら３区分

の件数比は、来所 5.7％、巡回 12.9％、書面 81.4％です。 

判定した補装具種別を見ると、巡回補装具判定においては、義肢の判定がおよ

そ６割である一方、書面判定では装具がおよそ６割となっています。 

 

 【表１８】令和５年度における補装具判定状況（判定手法別） 

  

 

③ 判定件数の年度推移（令和元～令和５年度） 

ア 全体の判定件数は、令和４年度まで減少傾向が続いていましたが、令和５年度

は増加しています。 

 

【表１９】補装具判定件数の年度推移（判定手法別） 

 

    

 

 

 

（単位：件）

義 肢 装 具 車椅子
電 動
車椅子

座位保持
装 置

重度障害
者用意思
伝達装置

補聴器 合 計

32 24 1 12 0 0 0 69
(46.4%) (34.8%) (17.4%) (0.0%) (100.0%)

92 64 0 0 0 0 0 156
(59.0%) (41.0%) (100.0%)

27 562 92 27 44 21 211 984
(2.7%) (57.1%) (9.3%) (2.7%) (4.5%) (2.1%) (21.4%) (100.0%)

151 650 93 39 44 21 211 1,209
(12.5%) (53.8%) (7.7%) (3.2%) (3.6%) (1.7%) (17.5%) (100.0%)

※下段の％は、各判定区分における補装具種別の構成比

来所判定

巡回補装具判定

書面判定

合 計

（単位：件）

※下段の％は、年度ごとの構成比

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

(84.3%) (74.5%) (81.4%)

合 計
1,385 1,159 1,132 1,127 1,209

(100.0%)

(18.5%) (12.9%)

書面判定
1,005 966 954 840 984

(72.6%) (83.3%)

(5.7%)

巡回補装具判定
271 94 81 208 156

(19.6%) (8.1%) (7.2%)

来所判定
109 99 97 79 69

(7.9%) (8.5%) (8.6%) (7.0%)

令和元年度 令和２年度 ３年度 ４年度 ５年度
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イ 各種目とも概ね減少傾向が続いていましたが、令和５年度では、各種目とも判 

定件数が増加しており、特に装具の判定件数が増加しています。 

 

 

 

【表２０】補装具種目別判定件数の年度推移 

 

 
   

◆ 補装具費支給の事務フロー 

(単位：件）

※下段の％は、年度ごとの構成比

(100.0%) (100.0%)

(0.0%)

合 計
1,385 1,160 1,132 1,127 1,209

(100.0%) (100.0%) (100.0%)

眼 鏡
0 1 0 0 0

(0.0%) (0.1%) (0.0%) (0.0%)

(19.5%) (21.0%) (17.0%) (17.5%)

(0.8%) (1.1%) (1.6%) (1.4%) (1.7%)

姿 勢 保 持
装 置

41 41 33 37 44
(3.0%)

補 聴 器
209 226 238 192

(3.5%) (2.9%) (3.3%) (3.6%)
重度障害者用
意思伝達装置

11 13 18 16 21

211
(15.1%)

(52.6%)

(6.5%) (7.7%)

電動車椅子
48 33 29 38 39

(3.5%) (2.8%) (2.6%) (3.4%) (3.2%)

令和元年度 令和２年度 ３年度 ４年度 ５年度

(53.8%)

車 椅 子
179 125 95 73 93

(12.9%) (10.8%) (8.4%)

装 具
686 572 571 593 650

(49.5%) (49.3%) (50.4%)

義 肢
211 149 148 178 151

(15.2%) (12.8%) (13.1%) (15.8%) (12.5%)
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【図９】 

（３）巡回補装具判定 

身体障がい者の利便性を図るため、県内各地を巡回して、補装具費の支給についての

医学的判定等を行っています。 

 

 【表２１】令和５年度における巡回補装具判定実施状況 

 

意見書・処方箋作成

⑧ 自己負担額支払い

① 相談･申請

⑦ 引き渡し

④ 支給決定

⑥ 製作指導･適合判定 ③ 判定書

② 判定依頼

補 装 具
製作業者

専
門
医

更生相談所

（代理受領に係る補装具費支払請求書
（兼代理受領に対する委任状）を提出）

申請者

（代理受領方式の場合）

市町村

（業者等の情報提供）

　（支給券交付）

⑤契約（支給券提出）

代理受領に係る補装具費支払請求書

（兼代理受領に対する委任状）提出
⑨

⑩ 補装具費の支払い

代理受領に関する契約等に基づく合意

④'処方箋（写し）・見積書(写し)の

送付及び支給決定を行った旨の連絡
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巡回補装具判定における補装具判定は、義肢及び装具がほとんどを占めています。 

令和２年度、令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により巡回補装

具判定の一部を中止したため、大きく減少しました。令和４年度にはいったん増加し

ましたが、全体的には減少傾向となっています。 

 

【表２２】巡回補装具判定実施件数の年度推移 

義肢 装具 車椅子 その他 計
18歳
末満

18歳～
49歳

50歳～
64歳

65歳～ 計

豊 前 市 1 2 0 0 3 0 0 0 3 3
吉 富 町 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
上 毛 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
築 上 町 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
行 橋 市 1 1 0 0 2 0 0 2 0 2
苅 田 町 1 2 0 0 3 0 0 0 3 3
み や こ 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5/16 久留米市 22 久 留 米 市 11 11 0 0 22 0 1 5 13 19
田 川 市 4 1 0 0 5 0 1 2 2 5
香 春 町 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1
糸 田 町 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
福 智 町 3 0 0 0 3 0 0 1 2 3
添 田 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川 崎 町 4 0 0 0 4 0 1 1 2 4
大 任 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赤 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6/7 うきは市 5 う き は 市 2 3 0 0 5 0 0 2 2 4
柳 川 市 2 1 0 0 3 0 0 2 1 3
大 川 市 4 0 0 0 4 0 0 0 5 5
大 木 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
み や ま 市 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
八 女 市 3 3 0 0 6 0 0 1 5 6
広 川 町 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2
筑 後 市 3 1 0 0 4 0 1 1 3 5

7/12 糸 島 市 13 糸 島 市 6 7 0 0 13 0 0 0 14 14
7/28 大牟田市 6 大 牟 田 市 5 1 0 0 6 0 0 4 2 6

宇 美 町 2 2 0 0 4 0 0 0 5 5
志 免 町 1 3 0 0 4 0 0 1 1 2
須 恵 町 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1
粕 屋 町 3 1 0 0 4 0 0 2 2 4
古 賀 市 3 0 0 0 3 0 0 1 1 2
新 宮 町 2 0 0 0 2 0 0 1 1 2
篠 栗 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
久 山 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宗 像 市 3 4 0 0 7 0 0 0 7 7
福 津 市 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2
直 方 市 1 3 0 0 4 0 0 1 3 4
宮 若 市 1 2 0 0 3 0 0 0 3 3
小 竹 町 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
鞍 手 町 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
中 間 市 1 1 0 0 2 0 0 0 2 2
芦 屋 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水 巻 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡 垣 町 3 0 0 0 3 0 0 1 2 3
遠 賀 町 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1
飯 塚 市 5 5 0 0 10 0 1 3 6 10
桂 川 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10/3 嘉 麻 市 4 嘉 麻 市 4 0 0 0 4 0 0 0 4 4
朝 倉 市 1 2 0 0 3 0 0 0 3 3
筑 前 町 1 1 0 0 2 0 0 1 1 2
小 郡 市 2 1 0 0 3 0 0 2 1 3
大 刀 洗 町 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
東 峰 村 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1

92 64 0 0 156 0 7 37 109 153
(59.0%) (41.0%) (0.0%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) (4.6%) (24.2%) (71.2%) (100.0%)

※相談内容別件数の合計（156件）は判定件数であり、実人数（153人）とは突合しない。

合 計 152

6/23 八女市 12

9/29 飯 塚 市 10

10/11 朝 倉 市 6

9/4 直 方 市 9

9/12 岡 垣 町 6

8/29 新 宮 町 5

8/25 福 津 市 8

8/23 志 免 町 13

5/23 川 崎 町 4

6/14 柳 川 市 8

5/29 田 川 市 11

4/19 豊 前 市 5

4/26 行 橋 市 5

年齢別
期日

会 場
市 町 村

相談
件数

対 象
市 町 村

相談内容別
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（４）指定自立支援医療機関の指定 

自立支援医療（更生医療及び育成医療）の対象となる治療は、都道府県知事が指定し

た医療機関において行われる医療に限られています。 

更生相談所では、社会福祉審議会の意見を聴き、審査した上で指定自立支援医療機関

の指定を行っています。 

直近５年間では、薬局及び訪問看護事業者等が増加傾向にあります。 

 

【表２３】自立支援医療機関指定の年度推移（県域） 

    

    

    

    

    

 

（単位：件）

※下段の％は、令和元年度を100としたときの増減率

208

0

合 計
156271 94 81

(57.6%)(100.0%) (34.7%) (29.9%) (76.8%)

その他
00 0 0

(0.0%)(100.0%) (0.0%)

装 具
64115 39 32 89

(0.0%) (0.0%)
車椅子

03 0 0 0

５年度令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度

(55.7%)(100.0%) (33.9%) (27.8%) (77.4%)

義 肢
92153 55 49 119

(60.1%)(100.0%) (35.9%) (32.0%) (77.8%)

（単位：箇所）

※下段の％は、令和元年度を100としたときの増減率

125

(162.3%)

５年度

145

(97.3%)

813

(109.4%)

(149.4%)

(105.2%) (107.9%)

訪問看護
事業者等

77 86 106 115

(100.0%) (111.7%) (137.7%)

薬 局
743 765 782 802

(100.0%) (103.0%)

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度

病院又は
診 療 所

149 147 145 146

(100.0%) (98.7%) (97.3%) (98.0%)
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(単位：人）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 １８歳未満 １８歳以上

29,846 13,264 13,607 22,759 7,070 7,560 1,589 92,517 94,106
(31.7%) (14.1%) (14.5%) (24.2%) (7.5%) (8.0%) (1.7%) (98.3%) (100.0%)
14,566 6,499 6,156 10,904 2,634 3,258 676 43,341 44,017
(33.1%) (14.8%) (14.0%) (24.8%) (6.0%) (7.4%) (1.5%) (98.5%) (100.0%)
17,948 7,595 6,827 11,906 3,681 3,685 1,103 50,539 51,642
(34.8%) (14.7%) (13.2%) (23.1%) (7.1%) (7.1%) (2.1%) (97.9%) (100.0%)
3,714 1,681 1,639 2,654 785 890 205 11,158 11,363

(32.7%) (14.8%) (14.4%) (23.4%) (6.9%) (7.8%) (1.8%) (98.2%) (100.0%)
66,074 29,039 28,229 48,223 14,170 15,393 3,573 197,555 201,128
(32.9%) (14.4%) (14.0%) (24.0%) (7.0%) (7.7%) (1.8%) (98.2%) (100.0%)

※下段の％は、各地域区分における構成比

合 計

県 域

北九 州市

福 岡 市

久留 米市

県 全 体

年　　齢障　　害　　等　　級

(単位：人）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合計

2,051 2,056 327 421 725 370 5,950
(6.9%) (15.5%) (2.4%) (1.8%) (10.3%) (4.9%) (6.3%)

563 1,821 1,022 2,173 61 3,812 9,452
(1.9%) (13.7%) (7.5%) (9.5%) (0.9%) (50.4%) (10.0%)

69 109 582 387 ‐ ‐ 1,147
(0.2%) (0.8%) (4.3%) (1.7%) (1.2%)
7,785 8,893 7,510 12,417 6,284 3,378 46,267

(26.1%) (67.0%) (55.2%) (54.6%) (88.9%) (44.7%) (49.2%)
19,378 385 4,166 7,361 ‐ ‐ 31,290
(64.9%) (2.9%) (30.6%) (32.3%) (33.2%)

心 臓 11,017 188 3,388 3,515 ‐ ‐ 18,108
じ ん 臓 7,616 11 82 13 ‐ ‐ 7,722
呼 吸 器 380 23 411 235 ‐ ‐ 1,049
直 腸 ・ ぼ う こ う 29 15 203 3,458 ‐ ‐ 3,705
肝 臓 242 31 13 13 ‐ ‐ 299
小 腸 ほ か 94 117 69 127 ‐ ‐ 407

29,846 13,264 13,607 22,759 7,070 7,560 94,106

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)
※下段の％は、当該等級における構成比

※複数の障害がある場合は、主な障害を計上

内 部 障 害

合 計

視 覚 障 害

聴覚・平衡機能障害

音 声 ・ 言 語 ・
そ し ゃ く 機 能 障 害

肢 体 不 自 由

（５）身体障害者手帳の交付 

 

更生相談所では、身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障がいがある方に対して、

身体障害者手帳の認定、交付を行っています（政令市、中核市を除く）。 

【注】身体障害者手帳の交付は、政令市のほか、中核市でも行っており、当項「（５）」では、北九州市、福

岡市及び久留米市を除いた地域を「県域」として整理しています。 

 

  ① 身体障害者手帳の所持者数 

ア 令和５年度における手帳所持者数 

県域では、障害等級１級が最も多く約 31％、次いで４級約 24％、以下２、３級 

が 10％台と続いています。 

 

【表２４】身体障害者手帳の所管別・等級別所持者数（令和５年度末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害区分別では、肢体不自由が約５割となっています。次いで心臓機能障害など

の内部障害が約３割となっています。 

また、内部障害は、障害等級１級の占める割合が約６割と高くなっています。 

 

【表２５】障害区分別・等級別身体障害者手帳所持者数（県域）（令和５年度末） 
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(単位：人）

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

104,621 100,797 98,460 96,249 94,106

(100.0%) (96.3%) (94.1%) (92.0%) (89.9%)

47,906 47,084 46,193 44,954 44,017

(100.0%) (98.3%) (96.4%) (93.8%) (91.9%)
52,161 52,110 51,787 51,751 51,642

(100.0%) (99.9%) (99.3%) (99.2%) (99.0%)
12,190 11,956 11,814 11,578 11,363

(100.0%) (98.1%) (96.9%) (95.0%) (93.2%)
216,878 211,947 208,254 204,532 201,128
(100.0%) (97.7%) (96.0%) (94.3%) (92.7%)

※下段の％は、令和元年度を100としたときの増減率

県 全 体

県 域

北九州市

福 岡 市

久留米市

県全体の手帳所持者数の推移は、平成 30 年度以降は認定基準の見直し等もあり 

減少しています。 

 

【表２６】身体障害者手帳所持者数所管別年度推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【図１０】身体障害者手帳所持者数等級別年度推移（県域） 
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(単位：人）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

3,846 885 1,101 1,677 286 569 8,364
(46.0%) (10.6%) (13.2%) (20.1%) (3.4%) (6.8%) (100.0%)

1,233 253 244 563 121 226 2,640
(46.7%) (9.6%) (9.2%) (21.3%) (4.6%) (8.6%) (100.0%)

1,449 347 303 741 140 235 3,215
(45.1%) (10.8%) (9.4%) (23.0%) (4.4%) (7.3%) (100.0%)

288 61 76 168 29 46 668
(43.1%) (9.1%) (11.4%) (25.1%) (4.3%) (6.9%) (100.0%)

6,816 1,546 1,724 3,149 576 1,076 14,887
(45.8%) (10.4%) (11.6%) (21.2%) (3.9%) (7.2%) (100.0%)

※下段の％は、各地域区分における等級の構成比

合　計
障 害 等 級

県 域

北九州市

福 岡 市

久留米市

県 全 体

(単位：人）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 小計

(70.0%) (56.3%) (43.1%) (73.9%) (82.2%) (91.4%) (67.6%) (66.4%) (67.6%)

(30.0%) (43.7%) (56.9%) (26.1%) (17.8%) (8.6%) (32.4%) (33.6%) (32.4%)

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

※下段の(％)は当該等級における交付形態別構成比

5,658 81 5,739

2,706

8,364

41

122

2,747

8,486

手  帳  交  付  件  数

再 交 付

合 計

合　計却下件数

新規交付
2,691 498 474 1,240 235 520

49

3,846 885 1,101 1,677 286 569

1,155 387 627 437 51

② 身体障害者手帳の認定・交付件数 

交付件数とは、市町村を経由して提出された身体障害者手帳申請を更生相談所で障

害認定し、申請者に当該手帳を交付した件数です。 

ア 令和５年度における認定・交付件数 

県域における等級別の交付件数は、１級、４級の順に多く、２級、３級が 10％台

で続いている状況は、身障手帳所持者数と同様です。 

 

【表２７】令和５年度における身体障害者手帳の所管別・等級別認定・交付件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 障害認定に際し、将来障害状況の変化が見込まれるときは、一定期間経過後に再

認定を行うこととしており、その時点で改めて手帳の再交付を行います。 

障害が追加された場合や障害程度に変更があった場合も再交付を行います。 

表２８のとおり、新規交付と再交付の割合は概ね２：１となっています。 

また、申請が認定基準を満たしていない場合は却下としており、令和５度の却下 

件数は 122 件です。 

 

【表２８】令和５年度における身体障害者手帳の交付・却下件数（県域）  
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(単位：人）

心 臓
じ ん 臓
呼 吸 器
直腸・ぼうこう

肝 臓
小 腸 ほ か

※下段の％は、各障害区分における等級の構成比

※複数の障害がある場合は、主な障害を計上

合 計

(1.0%) (100%)

合計

176 193 20 44 58 5 496
(35.5%)

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

28 57
(38.9%) (4.0%) (8.9%) (11.7%)

視 覚 障 害

聴覚・平衡機
能 障 害
音声・言語・
そしゃく機能

内 部 障 害

肢 体 不 自 由

409 917
(3.1%) (6.2%) (9.9%) (34.8%) (1.4%) (44.6%) (100%)

91 319 13

1,009 548 282 309 215

‐
111

(8.1%) (9.0%) (61.3%) (21.6%) (100%)
9 10 68 24

‐

155 2,518
(40.1%) (21.8%) (11.2%) (12.3%) (8.5%) (6.2%) (100%)

‐
4,322

(60.7%) (1.8%) (14.8%) (22.7%) (100%)
2,624 77 640 981

‐

2,404
809 3 31 3 ‐ ‐ 846

1,619 31 453 301 ‐ ‐

311
35 18 37 605 ‐ ‐ 695

138 4 113 56 ‐ ‐

45

3 5 3 10 ‐ ‐ 21

20 16 3 6 ‐ ‐

(13.2%) (20.1%) (3.4%) (6.8%) (100.0%)
3,846 885 1,101 1,677 286 569 8,364

(46.0%) (10.6%)

 

「視覚障害」は１、２級で約７割を占め、「聴覚・平衡機能障害」では６級のみで約

４割を占めています。また、「肢体不自由」は１、２級で約６割を占め、他の各等級に

一定の割合で分散しており、内部障害のうち「じん臓機能障害」では、１級が９割以上

を占めています。 

 

【表２９】身体障害者手帳の障害種別・等級別交付件数（県域） 
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(単位：人）

心臓 じん臓 呼吸器
ぼうこう

直腸
肝臓

小腸

ほか

大 牟 田 市 21 63 3 147 94 45 19 43 0 0 201 435 5.2%
直 方 市 17 20 4 68 70 20 10 21 1 0 122 231 2.8%
飯 塚 市 30 58 6 120 121 39 17 39 1 2 219 433 5.2%
田 川 市 9 23 1 53 59 21 10 11 1 1 103 189 2.3%
柳 川 市 15 12 4 78 76 28 7 8 1 0 120 229 2.7%
八 女 市 13 47 0 74 59 28 10 23 0 0 120 254 3.0%
筑 後 市 13 12 2 48 44 23 4 16 0 1 88 163 1.9%
大 川 市 3 16 0 52 54 22 5 12 0 0 93 164 2.0%
行 橋 市 11 30 6 67 94 24 13 14 5 0 150 264 3.2%
豊 前 市 7 5 4 25 34 12 2 9 0 0 57 98 1.2%
中 間 市 15 27 1 60 59 25 9 11 3 1 108 211 2.5%
小 郡 市 12 19 1 77 67 14 2 16 0 0 99 208 2.5%
筑 紫 野 市 24 49 7 94 101 34 15 32 2 0 184 358 4.3%
春 日 市 18 32 3 95 109 39 9 29 5 0 191 339 4.1%
大 野 城 市 23 42 8 99 60 21 4 30 1 1 117 289 3.5%
宗 像 市 20 25 0 100 88 31 14 22 1 0 156 301 3.6%
太 宰 府 市 17 47 4 72 73 21 6 30 0 3 133 273 3.3%
古 賀 市 9 8 2 48 59 21 7 19 2 1 109 176 2.1%
福 津 市 6 25 5 55 49 11 9 20 0 0 89 180 2.2%
う き は 市 3 11 2 51 35 11 7 9 1 0 63 130 1.6%
宮 若 市 8 14 2 29 29 15 5 6 0 0 55 108 1.3%
嘉 麻 市 10 20 2 46 41 14 10 13 0 0 78 156 1.9%
朝 倉 市 10 24 1 55 43 13 13 22 2 1 94 184 2.2%
み や ま 市 5 14 2 36 44 15 3 17 0 0 79 136 1.6%
糸 島 市 27 28 7 142 130 38 6 25 1 0 200 404 4.8%
那 珂 川 市 13 18 1 47 53 24 15 22 4 2 120 199 2.4%
宇 美 町 6 17 3 25 44 17 3 15 2 0 81 132 1.6%
篠 栗 町 13 4 1 26 19 8 3 10 1 1 42 86 1.0%
志 免 町 7 6 3 31 40 13 5 11 2 0 71 118 1.4%
須 恵 町 4 9 2 31 30 10 4 5 0 0 49 95 1.1%
新 宮 町 5 8 0 32 20 10 1 2 1 0 34 79 0.9%
久 山 町 1 3 0 16 12 3 2 1 0 0 18 38 0.5%
粕 屋 町 7 6 1 38 30 15 4 5 1 0 55 107 1.3%
芦 屋 町 5 9 1 12 20 6 0 4 0 1 31 58 0.7%
水 巻 町 6 16 2 45 28 9 7 8 0 0 52 121 1.4%
岡 垣 町 10 8 2 32 32 12 3 12 1 0 60 112 1.3%
遠 賀 町 2 4 1 29 17 10 1 10 0 0 38 74 0.9%
小 竹 町 3 7 0 16 14 5 1 4 0 0 24 50 0.6%
鞍 手 町 8 7 0 23 21 8 4 6 1 0 40 78 0.9%
桂 川 町 6 5 2 16 13 5 1 3 0 0 22 51 0.6%
筑 前 町 9 15 2 30 32 9 3 16 0 1 61 117 1.4%
東 峰 村 0 0 0 2 7 1 0 0 1 0 9 11 0.1%
大 刀 洗 町 1 5 0 20 22 4 3 5 1 0 35 61 0.7%
大 木 町 2 3 2 16 17 5 3 3 1 0 29 52 0.6%
広 川 町 3 4 1 20 25 5 1 4 0 0 35 63 0.8%
香 春 町 3 6 2 7 16 8 2 4 0 0 30 48 0.6%
添 田 町 1 10 0 16 10 7 1 6 0 0 24 51 0.6%
糸 田 町 2 9 0 15 13 4 1 4 1 0 23 49 0.6%
川 崎 町 11 13 1 43 25 9 5 4 0 1 44 112 1.3%
大 任 町 2 2 1 8 3 5 1 0 0 0 9 22 0.3%
赤 村 1 4 0 4 5 4 1 2 0 0 12 21 0.3%

福 智 町 2 18 2 29 27 10 6 8 1 0 52 103 1.2%
苅 田 町 8 12 2 29 39 11 4 10 0 1 65 116 1.4%
み や こ 町 3 9 0 23 27 15 5 5 0 2 54 89 1.1%
吉 富 町 2 3 1 12 8 6 2 3 0 0 19 37 0.4%
上 毛 町 0 2 0 12 10 0 1 1 0 0 12 26 0.3%
築 上 町 4 4 1 22 33 3 2 5 0 1 44 75 0.9%

計 496 917 111 2,518 2,404 846 311 695 45 21 4,322 8,364 100.0%
構成比 5.9% 11.0% 1.3% 30.1% 28.7% 10.1% 3.7% 8.3% 0.5% 0.3% 51.7% 100.0%

合計 構成比

内　　部　　障　　害

市町村
視覚
障害

聴覚
平衡

音声
言語

そしゃく

肢体
不自由

   令和５年度における市町村別の手帳の交付状況は次のとおりです。 

【表３０】身体障害者手帳の市町村別・障害種別交付件数（県域）
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(単位：人）

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

8,636 7,865 8,285 8,163 8,364
(100.0%) (91.1%) (95.9%) (94.5%) (96.9%)

2,675 2,472 2,610 2,583 2,640
(100.0%) (92.4%) (97.6%) (96.6%) (98.7%)

3,221 2,923 3,042 3,252 3,215
(100.0%) (90.7%) (94.4%) (101.0%) (99.8%)

736 665 707 641 668
(100.0%) (90.4%) (96.1%) (87.1%) (90.8%)
15,268 13,925 14,644 14,639 14,887

(100.0%) (91.2%) (95.9%) (95.9%) (97.5%)
※下段の％は、令和元年度を100としたときの増減率

県 域

北 九 州 市

福 岡 市

久 留 米 市

県 全 体

イ 認定・交付件数の年度推移（令和元年度～令和５年度） 

県域・政令市・中核市において、増減はありますが、全体的にはほぼ横ばいで推移し

ています。 

 

【表３１】身体障害者手帳の所管別認定・交付件数の年度推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１１】 
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　 (単位：人）

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度
463 376 401 504 496

(100.0%) (81.2%) (86.6%) (108.9%) (107.1%)
877 775 905 834 917

(100.0%) (88.4%) (103.2%) (95.1%) (104.6%)
127 108 107 107 111

(100.0%) (85.0%) (84.3%) (84.3%) (87.4%)
2,738 2,424 2,548 2,425 2,518

(100.0%) (88.5%) (93.1%) (88.6%) (92.0%)
4,431 4,182 4,324 4,293 4,322

(100.0%) (94.4%) (97.6%) (96.9%) (97.5%)
2,391 2,193 2,365 2,332 2,404

956 960 891 850 846
307 226 295 339 311
701 745 694 702 695
43 38 52 51 45
33 20 27 19 21

8,636 7,865 8,285 8,163 8,364

(100.0%) (91.1%) (95.9%) (94.5%) (96.9%)
※下段の％は、令和元年度を100としたときの増減率

合 計

内 部 障 害

肢 体 不 自 由

音声・言語・そしゃく
機 能 障 害

聴 覚・ 平衡 機能 障害

肝 臓
小 腸 ほ か

心 臓
じ ん 臓
呼 吸 器
直 腸 ・ ぼ う こ う

視 覚 障 害

【表３２】身体障害者手帳の障害種別認定・交付件数の年度推移（県域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 身体障害者手帳認定・交付の事務フロー 

【図１２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                     

          医 療 機 関                回答、診断書・意見書補正 

    指定医師（法第 15 条第 1 項）    

                                       疑義照会、診断書・意見書補正依頼                                                 

   

   ②受診     ③「診断書・意見書」交付 

① 「診断書・意見書」用紙受領    

身体に障がいのある人    ④手帳交付・再交付申請手続    市福祉事務所・町村役場 

                 ⑦手帳交付・再交付 

                                                 
⑥手帳交付         ⑤手帳交付・再交 

                                                               ・再交付依頼        付申請書送付 

 

    福岡県障がい程度審査委員会    審査依頼                                       
                                                      福岡県障がい者更生相談所 
    （福岡県障がい者更生相談所）     審査回答                                            

                                                                     

                          答申結果通知    諮問依頼 

 

                                                  福岡県社会福祉審議会 

                        （障がい者福祉専門分科会審査部会） 
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（単位：延べ人）

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

251 238 240 242 244

(4.6%) (4.3%) (4.4%) (4.4%) (4.4%)

182 176 179 181 181

(3.3%) (3.2%) (3.2%) (3.3%) (3.2%)

206 205 209 219 222

(3.7%) (3.7%) (3.8%) (3.9%) (4.0%)

474 467 464 469 473

(8.6%) (8.4%) (8.4%) (8.4%) (8.5%)

187 188 196 203 204

(3.4%) (3.4%) (3.6%) (3.7%) (3.7%)

1,223 1,260 1,272 1,298 1,299

(22.2%) (22.8%) (23.1%) (23.4%) (23.3%)

579 584 558 561 564

(10.5%) (10.5%) (10.1%) (10.1%) (10.1%)

559 555 542 535 537

(10.1%) (10.0%) (9.8%) (9.6%) (9.6%)

555 558 553 533 543

(10.1%) (10.1%) (10.0%) (9.6%) (9.7%)

655 664 654 663 663

(11.9%) (12.0%) (11.9%) (11.9%) (11.9%)

514 512 502 503 502

(9.3%) (9.2%) (9.1%) (9.1%) (9.0%)

12 12 13 14 14

(0.2%) (0.2%) (0.2%) (0.3%) (0.3%)

119 119 128 136 132

(2.2%) (2.1%) (2.3%) (2.4%) (2.4%)

5,516 5,538 5,510 5,557 5,578
(100.0%) (100.4%) (99.9%) (100.7%) (101.1%)

※各障害種別欄の下段の％は各障害種別の構成比、指定医師数欄の下段は令和元年度を100としたときの増減率

音声・言語機能障害

肢体不自由

そしゃく機能障害

平衡機能障害

障害種別

聴覚障害

視覚障害

指定医師数

内
　
　
部
　
　
障
　
　
害

心臓機能障害

じん臓機能障害

肝臓機能障害

小腸機能障害

免疫機能障害

ぼうこう又は直腸機能障害

呼吸器機能障害

（６）指定医師の指定 

身体障害者手帳申請の際に添付する診断書・意見書は、法令において都道府県知事が

指定した医師が記載したものに限ると規定されています。更生相談所では、社会福祉審

議会の意見を聴き、審査した上で指定医師の指定を行っています。 

直近５年間の指定医師数は、ほぼ横ばいで推移しています。 

肢体不自由が最も多く約２割、内部障害全体を合わせると７割以上となります。 

 

【表３３】指定医師の障害種別指定状況の年度推移（県域） 
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３ 共通業務 
 
  説明会・会議の開催状況 

 

① 県・政令市・中核市更生相談所合同会議 

  県内の政令市、中核市の障がい者更生援護担当部局の職員が一堂に会し、専門的

知識の向上を図るとともに、テーマ毎に議題協議、意見交換等を行っています。 

 

開催日：令和５年１０月１３日（金） 

場 所：福岡県障がい者更生相談所 適合室ほか 

参加者：３０名 

内 容：全体会及び３分科会（知的障がい（判定・療育手帳）、身体障がい（補装具・更

生医療）、身体障害者手帳) 

 

 

② 市町村障がい者福祉担当職員等説明会  

障がい者福祉業務を担当する市町村及び県保健福祉（環境）事務所の職員を対象

に、障がい者援護の基礎知識や手帳交付事務等の実務的な手続きを説明することに

より、担当職員の事務手続きの習得を図っています。 

 

開催日：令和５年７月 ４日（火） 

令和５年７月１４日（金） 

場 所：福岡県障がい者更生相談所 適合室 

（Ｗｅｂによる開催） 

参加者：市町村、県保健福祉（環境）事務所 

７月 ４日 ５５（市町村数及び県事務所数の計） 

７月１４日 ６０（      〃      ） 

内 容：自立支援医療（更生医療）、補装具、身体障害者手帳・療育手帳交付等の実務及

び補装具（実物）の説明 

 

 
③ 身体障がい者巡回補装具判定等担当者説明会  

身体障がい者福祉業務を担当する市町村職員を対象に、次年度の巡回補装具判定

実施計画や補装具費支給事務の留意点等を説明しています。 

 

開催日：令和６年２月６日（火） 

場 所：福岡県障がい者更生相談所 適合室 

（Ｗｅｂによる開催） 

参加者：市町村 ５８（市町村数） 

内 容：令和６年度身体障がい者巡回補装具判定 

の実施計画、補装具費支給事務の留意点等 
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     ④ 身体障がい者巡回補装具判定等説明会 

  更生相談所が実施する巡回補装具判定等に関して、補装具事業者を対象に、次年

度の計画や補装具の判定手続き等を説明しています。 

 

開催日：令和６年２月２２日（木） 

場 所：福岡県障がい者更生相談所 適合室 

（対面及びＷｅｂによる同時開催） 

参加者：補装具事業者 １９社 

内 容：令和６年度巡回補装具判定の実施計画、補 

装具費支給事務の留意点等 
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